
日野自動車安全衛生協力会                    2021年 12月 8日 

 会 員 各 位                       

                                    事 務 局 

日野構内作業要領の一部改訂について 

  2021年冬期連休前安全衛生大会において、事務局より表題につきましてお知らせ 

  申し上げます。 

  既に会員皆様へは、電子メールにて配信をさせて頂いておりますが、日野構内作業要領 

  が一部改訂をされました。 

  また、工事管理板で使用する帳票類も改訂されており使用開始されております。 

  会員皆様に於かれましては、元請会社として、貴社発注の工事・作業現場への周知徹底 

をお願い申し上げます。 

記 

1．変更事項 

◆工事計画時帳票改訂  

 

◆日野固有ルールの一部改定 （※詳細は配信済みの資料を確認下さい） 

          ①構内作業要領適用範囲   

・適用除外項目に緊急性を要する施設・設備トラブル等を追記 

           ②工責による作責兼務 

・工事責任者責による作業責任者兼務の特例を明確化 

    ③持込品の規制（電動工具等、可燃性シート） 

     ・持込品規制の緩和 

    ④1人作業について 

   ・1人作業禁止の但し書きを削除 

2．ご注意 

  日野構内作業要領の改訂版冊子は未発行である事はご承知下さい。 

  発行は、次年以降になります。（現行：平成 31年 一部改訂版） 

                                                                   以 上 


